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(54)【発明の名称】 内視鏡及びその洗浄方法

(57)【要約】
【課題】手元操作部を洗浄槽内に保持するためのフック
部材を備えることにより、手元操作部が軽量化されても
確実に洗浄することができる内視鏡及びその洗浄方法を
提供する。
【解決手段】手元操作部１２とライトガイド部１６とを
接続するジョイント４０にフック４４を設ける。内視鏡
の洗浄時は、このフック４４にライトガイド棒４２を接
続する。これにより、手元操作部１２とライトガイドコ
ネクタ３８とが一体化され、内視鏡を浸漬消毒した場合
であっても、手元操作部１２が液面上に浮くのを防止で
きる。また、洗浄機で洗浄する場合であっても、水圧等
で手元操作部１２が暴れるのを防止できる。これによ
り、安全かつ確実に内視鏡を洗浄できる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  手元操作部にライトガイド軟性部を介し
てライトガイドコネクタが接続された内視鏡において、
前記手元操作部を洗浄槽内に静止保持する保持部材を備
えたことを特徴とする内視鏡。
【請求項２】  前記保持部材は、前記手元操作部と前記
ライトガイド軟性部との接続部に取り付けられ、該保持
部材には、前記ライトガイド軟性部又は前記ライトガイ
ドコネクタに設けられたライトガイド棒が係止されるこ
とを特徴とする請求項１に記載の内視鏡。
【請求項３】  前記保持部材は、前記手元操作部と前記
ライトガイド軟性部との接続部に取り付けられ、該保持
部材は前記洗浄槽に係止されることを特徴とする請求項
１に記載の内視鏡。
【請求項４】  手元操作部にライトガイド軟性部を介し
てライトガイドコネクタが接続された内視鏡の洗浄方法
において、
前記手元操作部を洗浄槽内に静止保持する保持部材を介
して前記ライトガイドコネクタに係止させた状態で洗浄
することを特徴とする内視鏡の洗浄方法。
【請求項５】  手元操作部にライトガイド軟性部を介し
てライトガイドコネクタが接続された内視鏡の洗浄方法
において、
前記手元操作部を洗浄槽内に静止保持する保持部材を介
して洗浄槽に係止させた状態で洗浄することを特徴とす
る内視鏡の洗浄方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は内視鏡及びその洗浄
方法に係り、特に軽量化された手元操作部を備えた内視
鏡及びその洗浄方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】近年、内視鏡は、その操作性を向上させ
るために、手元操作部が術者の手にフィットするように
形成されており、また、その操作時の負担を軽減するた
めに、手元操作部が軽量化されている。その一方で内視
鏡は、感染等の問題を無くすべく確実に洗浄できること
が要求されている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、内視鏡
の手元操作部を軽量化すると、洗浄時に次のような問題
が生じる。すなわち、洗浄機で洗浄する場合にあって
は、噴射する薬液の水圧等で手元操作部が洗浄槽から飛
び出したり、洗浄槽の中で手元操作部が暴れてアングル
部等の他の部位や手元操作部自身に損傷を与えるという
問題がある。また、浸漬消毒によって洗浄する場合にあ
っては、手元操作部が水面から浮いてしまい、いちいち
薬液を掛けながら洗浄しなければならず、洗浄に時間が
かかるという問題がある。
【０００４】本発明はこのような事情に鑑みてなされた
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もので、手元操作部が軽量化されても確実に洗浄するこ
とができる内視鏡及びその洗浄方法を提供することを目
的とする。
【０００５】
【課題を解決するための手段】本発明は前記目的を達成
するために、手元操作部にライトガイド軟性部を介して
ライトガイドコネクタが接続された内視鏡において、前
記手元操作部を洗浄槽内に静止保持する保持部材を備え
たことを特徴とする内視鏡を提供する。
【０００６】また、本発明は前記目的を達成するため
に、前記保持部材は、前記手元操作部と前記ライトガイ
ド軟性部との接続部に取り付けられ、該保持部材には、
前記ライトガイド軟性部又は前記ライトガイドコネクタ
に設けられたライトガイド棒が係止されることを特徴と
する請求項１に記載の内視鏡を提供する。
【０００７】また、本発明は前記目的を達成するため
に、前記保持部材は、前記手元操作部と前記ライトガイ
ド軟性部との接続部に取り付けられ、該保持部材は前記
洗浄槽に係止されることを特徴とする請求項１に記載の
内視鏡を提供する。
【０００８】また、本発明は前記目的を達成するため
に、手元操作部にライトガイド軟性部を介してライトガ
イドコネクタが接続された内視鏡の洗浄方法において、
前記手元操作部を洗浄槽内に静止保持する保持部材を介
して前記ライトガイドコネクタに係止させた状態で洗浄
することを特徴とする内視鏡の洗浄方法を提供する。
【０００９】また、本発明は前記目的を達成するため
に、手元操作部にライトガイド軟性部を介してライトガ
イドコネクタが接続された内視鏡の洗浄方法において、
前記手元操作部を洗浄槽内に静止保持する保持部材を介
して洗浄槽に係止させた状態で洗浄することを特徴とす
る内視鏡の洗浄方法を提供する。
【００１０】本発明によれば、保持部材をライトガイド
軟性部又はライトガイド棒に係止させることにより、手
元操作部がライトガイドコネクタに接続される。これに
より、ライトガイドコネクタの重さが手元操作部に加わ
り、薬液に浸漬した手元操作部が液面上に浮くのを防止
できる。また、洗浄機で洗浄する場合であっても、水圧
等で手元操作部が暴れるのを防止できる。また、ライト
ガイド軟性部及びライトガイド棒は、体内に挿入される
部分ではなく、また、内視鏡を操作するときには光源な
どに取り付けられるため、術者への負担を軽減できる。
【００１１】また、本発明は、前記目的を達成するため
に、前記保持部材は、前記手元操作部と前記ライトガイ
ド軟性部との接続部に取り付けられ、該保持部材は前記
洗浄槽に係止されることを特徴とする請求項１に記載の
内視鏡を提供する。
【００１２】本発明によれば、保持部材を洗浄槽に係止
させることにより、手元操作部が洗浄槽に固定され、液
面上に浮くのを防止できる。また、水圧等で手元操作部
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が暴れるのを防止できる。
【００１３】また、本発明は、前記目的を達成するため
に、手元操作部にライトガイド軟性部を介してライトガ
イドコネクタが接続された内視鏡の洗浄方法において、
前記手元操作部を保持部材を介して前記ライトガイドコ
ネクタに係止させた状態で洗浄することを特徴とする内
視鏡の洗浄方法を提供する。
【００１４】本発明によれば、手元操作部をライトガイ
ドコネクタに係止させることにより、手元操作部にライ
トガイド部の重さが加わり、薬液に浸漬した手元操作部
が液面上に浮くのを防止できる。また、洗浄機で洗浄す
る場合であっても、水圧等で手元操作部が暴れるのを防
止できる。これにより、安全かつ確実に内視鏡を洗浄で
きる。
【００１５】また、本発明は、前記目的を達成するため
に、手元操作部にライトガイド軟性部を介してライトガ
イドコネクタが接続された内視鏡の洗浄方法において、
前記手元操作部を保持部材を介して洗浄槽に係止させた
状態で洗浄することを特徴とする内視鏡の洗浄方法を提
供する。
【００１６】本発明によれば、手元操作部を洗浄槽とに
係止させた状態で洗浄することにより、手元操作部が液
面上に浮くのを防止できる。また、水圧等で手元操作部
が暴れるのを防止できる。
【００１７】
【発明の実施の形態】以下添付図面に従って本発明に係
る内視鏡及びその洗浄方法の好ましい実施の形態につい
て詳述する。
【００１８】図１は、本発明が適用された内視鏡の全体
構成図である。同図に示すように、本実施の形態の内視
鏡１０は、手元操作部１２に挿入部１４とライトガイド
部１６とが接続されて構成されている。
【００１９】挿入部１４は、軟性部１８、湾曲部２０、
先端硬質部２２から構成されており、ジョイント２４を
介して手元操作部１２に接続されている。この挿入部１
４は、手元操作部１２に設けられた操作ノブ２６を回動
操作することにより湾曲部２０が湾曲する。そして、こ
の湾曲部２０を湾曲操作することにより、先端硬質部２
２が所望の方向に向けられる。
【００２０】先端硬質部２２の先端面には、手元操作部
１２に設けられた鉗子挿入口２８から挿入された鉗子等
の処置具が送出されるとともに、手元操作部１２に設け
られた吸引ボタン３２の操作によって吸引物が吸引され
る鉗子・吸引口、照明光を照射する照明窓、対象物を撮
影する対物レンズ等が配置されている（いずれも不図
示）。そして、この先端硬質部２２に配置された対物レ
ンズで結像された被写体像が、軟性部１８内に配設され
たイメージガイド（不図示）を介して手元操作部１２の
接眼部３４に導かれ観察される。
【００２１】ライトガイド部１６は、ライトガイド軟性
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部３６とライトガイドコネクタ３８とから構成されてお
り、ジョイント４０を介して手元操作部１２に接続され
ている。このライトガイド軟性部３６とライトガイドコ
ネクタ３８とには、図示しない光源装置に接続されるラ
イトガイド棒４２が配設されており、このライトガイド
棒４２によって導かれた照明光が先端硬質部２２の照明
窓から対象物に照射される。
【００２２】図２は、図１に示された内視鏡１０の２－
２矢視図である。同図に示すように、ライトガイド部１
６と手元操作部１２とを接続するジョイント４０にはフ
ック（保持部材）４４が設けられている。このフック４
４は、フック４４をジョイント４０に取り付けるための
取付部４４ａと、フック４４を他の部材に接続するため
の係止部４４ｂとから構成されており、ゴム材、たとえ
ばＥＰＤＭ（エチレン- プロピレン- ジエン- メチレ
ン）などの弾性材で一体成形されている。
【００２３】取付部４４ａは、図４に示すように、環状
に形成されている。フック４４は、図２に示すように、
この取付部４４ａをジョイント４０の基端部に形成され
た取付溝４０ａに嵌合することによりジョイント４０に
取り付けられる。そして、このように取り付けられたフ
ック４４は、ジョイント４０に対して回動自在に支持さ
れる。
【００２４】一方、係止部４４ｂは、図３に示すよう
に、所定幅の開口４４ｃを有するＣ字状に形成されてい
る。この係止部４４ｂは、取付部４４ａに対して直交す
るように形成されており、その内径Ｄは係止させる部材
の外径とほぼ同径に形成されている。フック４４は、こ
の係止部４４ｂに係止させる部材を嵌め込むことによ
り、その部材に係止される。たとえばフック４４をライ
トガイド棒４２に係止させる場合は、ライトガイド棒４
２をフック４４の開口４４ｃから係止部４４ｂに嵌め込
むことにより、ライトガイド棒４２に係止される。この
とき、係止部４４ｂは弾性材で成形されていることか
ら、弾性変形してライトガイド棒４２を把持する。
【００２５】なお、フック４４を係止させると、そのフ
ック４４が係止された部分には薬液が接触しなくなるの
で、係止部４４ｂは可能なかぎり当たり面が小さくなる
ように形成することが好ましい。すなわち、たとえば係
止部４４ｂの断面を円形状に形成する。これにより、フ
ック４４は係止された部材と線接触するようになり、薬
液が接触しない部分を最小限に抑えることができる。
【００２６】前記のごとく構成された本実施の形態の内
視鏡１０の作用は次のとおりである。なお、ここではフ
ック４４がライトガイド棒４２に係止可能に形成されて
いる場合を例に説明する。
【００２７】内視鏡１０を洗浄する場合は、まず、ジョ
イント４０に取り付けられたフック４４をライトガイド
棒４２に係止させる。すなわち、フック４４に形成され
ている開口４４ｃから係止部４４ｂにライトガイド棒４
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２を嵌め込み、フック４４にライトガイド棒４２を把持
させる。これにより、図５に示すように、手元操作部１
２とライトガイドコネクタ３８とが一体化される。そし
て、この状態で内視鏡１０を洗浄槽の中に入れ、その洗
浄槽に貯留された薬液の中に浸漬させる。このとき、手
元操作部１２はフック４４を介してライトガイドコネク
タ３８と一体化されているので、手元操作部１２にはラ
イトガイド軟性部３６を含めたライトガイドコネクタ３
８の重みが加わり、軽量化された手元操作部１２であっ
ても、容易に薬液中から浮くことがない。これにより、
確実に内視鏡１０を洗浄することができる。
【００２８】また、洗浄機で洗浄する場合であっても、
手元操作部１２とライトガイドコネクタ３８とが一体化
されていることにより、強い水圧を受けたとしても、手
元操作部１２は洗浄槽内で暴れることがなく、安全かつ
確実に内視鏡１０を洗浄することができる。
【００２９】なお、フック４４をライトガイド棒４２に
係止させることにより、そのフック４４が係止された部
分には薬液が接触しなくなり、洗浄が十分に行われなく
なるが、ライトガイド棒４２は体内に挿入される部分で
はなく、また、内視鏡１０を操作するときには光源など
に取り付けられるため術者への負担は少ない。
【００３０】また、本実施の形態の内視鏡１０では、フ
ック４４の断面が円形状に形成されており、係止部分へ
の当たり面が極力少なくなるように形成されているの
で、薬液が接触しない部分を極力抑えることができる。
【００３１】なお、このようにフック４４が接触する部
分には、薬液が十分に接触しなくなるので、体内への挿
入部分である挿入部１４にはフック４４が接触しないよ
うに、フック４４は、その係止部４４ｂの軸芯が、図２
に示すように、手元操作部１２の軸芯と平行になるよう
に取り付けることが好ましい。
【００３２】なお、上記の実施の形態では、フック４４
をライトガイド棒４２に係止させる場合を例に説明した
が、図６に示すように、フック４４をライトガイドコネ
クタ３８の近傍のライトガイド軟性部３６に係止させる
ようにしてもよい。この場合であっても、手元操作部１
２はライトガイドコネクタ３８と一体化することがで
き、これにより、安全かつ確実に内視鏡１０を洗浄する
ことができる。また、ライトガイド軟性部３６は、上述
したライトガイド棒４２と同様に体内に挿入される部分
ではないので、フック４４と接触して洗浄できない部分
が生じても特に問題はない。なお、この場合、フック４
４は、その係止部４４ｂの内径Ｄをライトガイド軟性部
３６の外径とほぼ同径に形成する。
【００３３】また、上記の実施の形態では、フック４４
を用いて手元操作部１２をライトガイド部１６に係止さ
せる例で説明したが、フック４４を用いて手元操作部１
２を洗浄槽に係止させるようにしてもよい。具体的に
は、次のようにして手元操作部１２を洗浄槽に係止させ
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る。
【００３４】洗浄機５０で内視鏡を洗浄する場合は、図
７に示すように、洗浄槽５２内に配置された網状の支持
台５４の上に内視鏡を載置して洗浄する。洗浄は、洗浄
槽５２内に配置されている回転型噴射部材５６、５６を
回転させながら、その周面に設けられている噴射口５６
ａ、５６ａ、…から洗浄水を噴出して、内視鏡全体を洗
浄する。
【００３５】内視鏡１０を洗浄槽５２に固定する場合
は、図８に示すように、フック４４を網状に形成された
支持台５４に固定する。すなわち、支持台５４を構成す
る１本の棒材５４ａにフック４４の係止部４４ｂを嵌め
込む。これにより、手元操作部１２が支持台５４に固定
される。
【００３６】このように、手元操作部１２を支持台５４
に固定することにより、手元操作部１２が洗浄槽５２内
で暴れることがなくなり、安全かつ確実に内視鏡１０を
洗浄することができる。
【００３７】また、手元操作部１２を内視鏡１０の他の
構成部材に係止させるのではなく、洗浄槽に係止させる
ことにより、フック４４の係止部分に薬液が接触しなく
なるということが防止できる。これにより、より確実に
内視鏡全体を洗浄できるようになる。
【００３８】なお、上記の洗浄機５０は、洗浄槽５２の
内部に薬液を溜めることにより、内視鏡１０を浸漬消毒
することができる。この場合も、手元操作部１２を支持
台５４に固定しておくことにより、手元操作部１２が液
面上に浮くことを防止でき、全体を確実に洗浄すること
ができる。
【００３９】また、上記の例では、網状に形成された支
持台５４を利用して、手元操作部１２を固定するように
しているが、洗浄槽５２内に配置された他の部材に固定
するようにしてもよい。また、洗浄槽５２内に専用の係
合部材を別途形成するようにしてもよいし、錘に係止さ
せるようにしてもよい。
【００４０】さらに、図８に示すように、フック４４の
係止部４４ｂに形成する開口４４ｃの位置は、操作性や
係止させる場所等を考慮して適宜最適な位置に設定する
ことが好ましい。
【００４１】また、本実施の形態では、手元操作部１２
とライトガイド部１６とを係止する手段としてフック４
４を用いているが他の係止手段を用いていてもよい。
【００４２】さらに、本実施の形態では、フック４４が
あらかじめ手元操作部１２のジョイント４０に設けられ
ているが、フック４４は使用時にのみ手元操作部１２に
取り付けるようにしてもよい。すなわち、フック４４は
手元操作部１２に着脱自在に設けるようにしてもよい。
【００４３】
【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、
内視鏡を洗浄するに際して、手元操作部を他の部材に係
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止させて洗浄することができる。これにより、係止させ
た他の部材の重さが手元操作部に加わり、薬液に浸漬し
た手元操作部が液面上に浮くのを防止できる。また、洗
浄機で洗浄する場合であっても、水圧等で手元操作部が
暴れるのを防止できる。これにより、安全かつ確実に内
視鏡を洗浄できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明が適用された内視鏡の全体構成図
【図２】図１に示された内視鏡１０の２－２矢視図
【図３】フックの構成を示す正面図
【図４】フックの構成を示す側面図
【図５】手元操作部とライトガイド棒との接続状態を示
す平面図
【図６】手元操作部とライトガイド軟性部との接続状態*

8
*を示す平面図
【図７】洗浄機の構成を示す斜視図
【図８】手元操作部と洗浄槽との接続状態を示す背面図
【符号の説明】
１０…内視鏡、１２…手元操作部、１４…挿入部、１６
…ライトガイド部、１８…軟性部、２０…湾曲部、２２
…先端硬質部、２４…ジョイント、２６…操作ノブ、２
８…鉗子挿入口、３２…吸引ボタン、３４…接眼部、３
６…ライトガイド軟性部、３８…ライトガイドコネク
タ、４０…ジョイント、４２…ライトガイド棒、４４…
フック、４４ａ…取付部、４４ｂ…係止部、４４ｃ…開
口、５０…洗浄機、５２…洗浄槽、５４…支持台、５４
ａ…棒材、５６…回転型噴射部材、５６ａ…噴射口

【図１】 【図３】

【図４】 【図５】
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